
エイジフレンドリーシティ宝塚行動計画 ８つの分野 
分野 基本方針 説明 

【第１分野】 
建物と屋外 
ｽﾍﾟｰｽ 高齢者が安心して楽しく

暮らすことができるまち

づくりを目指します 
身近な地域で安心して楽しく暮らすためには、管

理が行き届いた公園や緑地、安全で歩きやすい横

断歩道や歩道、ひと休みできる休憩場所（座る場

所）、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰなどの障がい者や高齢者などに配慮

した建物と屋外ｽﾍﾟｰｽが必要です。 
【第２分野】 
交通機関 高齢者が移動しやすい交

通手段の推進を目指しま

す 
日常生活の行動範囲を広げ有意義にすごすため

には、便利な移動手段が確保されていることが必

要です。とりわけ、公共の交通機関が確保されて

いることが望まれますが、地域によっては地形な

どにより必ずしも確保できるとは限らない場合

もあります。そのような地域では、移動手段につ

いての配慮を考えることが必要です。 
【第３分野】 
住まい 高齢者が安全で安心して

暮らせる住まいを目指し

ます 
住まいは私たちにとって、第一の「居場所」であ

り、個人のﾗｲﾌｽﾀｲﾙの基盤になるものです。高齢

になり介護が必要になったり、ひとり暮らしにな

ったり、身体が不自由になっても、安全で安心し

て生活できる住まいが確保されていることが重

要です。 
【第４分野】 
社会参加 高齢者の社会参加の機会

の確保を目指します 生きがいのある生活を送るためには、孤立せず

に、居場所があること、仲間がいること、役割が

あることが必要です。そのためには、高齢者のた

めの学習・ｽﾎﾟｰﾂ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・ｻﾛﾝなどが用意され

ていることが求められます。 
【第５分野】 
差別や偏見 
の解消 あらゆる世代がお互いの

存在を認め合う社会を目

指します 
加齢によって起きる心身の様々な老化現象に対

して、相互に理解しあえる体制を取ることで、偏

見や差別が起きないようにするとともに、必要な

支援が行われていることで、寝たきり・認知症・

ひとり暮らしになっても安心して暮らせるまち

づくりが望まれます。 
【第６分野】 
市民参加と 
就労 高齢者の就労や市民参加

の機会を創出します 年齢のみによって働く機会や政治などへの参加

の機会が失われることは、ｴｲｼﾞｽﾞﾑと言われます。

高齢者の就労の機会、行政への市民参加などが保

証されることによって、全ての市民が権利の行使

と義務の遂行を行っている社会といえます。 
【第７分野】 
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝと 
情報 高齢者に必要な情報が届

けられるように努めます 必要な情報が届けられ、市民相互のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを行うことによって、社会生活においてｽﾑｰｽﾞに生

活を送ることができます。情報化社会での情報不

足は、社会での疎外感・孤立感を持つことにもつ

ながります。 
【第８分野】  
医療・保健・ 
福祉ｻｰﾋﾞｽ 高齢者をはじめ、あらゆ

る世代が医療・保健・福

祉ｻｰﾋﾞｽを安心して受け

られる体制を目指します 
高齢期における不安事の一つは「健康」です。も

し、病気や介護が必要になっても様々な医療・福

祉ｻｰﾋﾞｽが受けられるような体制が整えられてい

れば、安心して生活をすることができます。 
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